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国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則 
平成１６年４月１日 
達示第７３号制定 

平成１７年３月２８日達示第３８号全部改正 
   第１章 総則 

  (目的) 

第１条 この規則は、国立大学法人京都大学教職員就業規則(平成１６年達示第７０号。以

下「就業規則」という。)第２条第４項第２号の規定に基づき、国立大学法人京都大学(以

下「大学」という。)に雇用される時間雇用教職員の労働条件、服務その他就業に関する

事項を定めることを目的とする。 

  (定義) 

第２条 この規則において時間雇用教職員とは、期間を定めた労働契約により雇用する教職

員のうち、１週間の所定の勤務時間が３０時間就業規則の適用を受ける教職員のそれの

４分の３を超えない者で、別表第１、別表第２及び別表第３の職名欄に定める者をいう。 

２ この規則において教職員とは、就業規則第２条第２項及び第４項の適用を受けない者を

いう。 

  （中略） 

  (勤務時間、休憩時間) 

第３８条 時間雇用教職員の勤務の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次の各号に定め

るとおりとする。 

  (1) 始業 午前９時 

 (2) 終業 午後４時 

  (3) 休憩 正午から午後１時まで 

２ 前項の規定にかかわらず、１週間につき３０時間教職員の１週間当たりの勤務時間の４

分の３を超えない範囲内において個別に定めることがある。 

  （中略） 

  (年次休暇以外の休暇) 

第４６条 次の各号に掲げる場合には、時間雇用教職員（第５号に掲げる場合にあっては、

６月以上の契約期間が定められている者又は６月以上継続勤務している者に限り、第６

号に掲げる場合にあっては、６月以上の契約期間が定められている者又は６月以上継続

勤務している者であって、所定勤務日数が週５日以上で１週間における所定の勤務時間

が２０時間以上の者に限り、第９号に掲げる場合にあっては、別表第３に掲げる者を除

く。）に対して当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。 

 (1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得な

いと認められるとき 必要と認められる期間 

 (2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官

公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要

と認められる期間 

  （中略） 

附  則（平成２０年達示第１０号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附  則 
この規則は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、第４６条第 1項第２号の改正
規定は、平成２１年５月２１日から施行する。 



2 
 

  （中略） 

別表第３（第２条・第３条・第４条関係） 

職  名 資格・職務能力 職 務 内 容 雇用年齢上限 その他の事項 

講師 

 

 

 

 

当該授業担当の遂行上

必要な能力を有する者

又は学生の研究指導能

力がある者 

 

 

・カリキュラムにお

ける授業を担当す

る 

・学生の研究指導を

行う 

 

 

特に無し 

 

 

 

 

・当該授業担当又は研究指

導の遂行上必要と認められ

る間、雇用可能 

・当該業務遂行にあたり配

分の受けた雇用経費にて雇

用される場合に限る 

ティーチング

・アシスタン

ト 

 

 

 

 

大学院に在籍する優秀

な学生 

 

 

 

 

 

学部学生、修士課程

学生に対し、教育的

効果を高めるため、

実験、実習、演習等

の教育補助業務にあ

たる 

 

 ─── 

 

 

 

 

 

・当該雇用経費の趣旨に添

った雇用に限る 

・選考基準は当該研究科が

定める 

・勤務時間は月４０時間 

(週１０時間程度)以内 

 

リサーチ・ア
シスタント 
 
 
 
 

将来、研究者となる意
欲と優れた能力を有す
る大学院博士後期課程
に在学する学生 
 
 
 

研究プロジェクト等
を効果的に推進する
ため、研究補助者と
して従事し、当該研
究活動に必要な補助
業務を行う 
 

 ─── 
 
 
 
 
 

・当該雇用経費の趣旨に添
った雇用に限る 
・選考基準は当該部局が定
める 
・勤務時間は原則として週
２０時間以内とする。  
 

法科大学院 
特別教授 
法科大学院 
特別准教授 
 

法科大学院において実
務基礎教育を実施する
ため特に必要となる高
度専門職業人 
 
 

法科大学院(法学研
究科法曹養成専攻)
における教授又は准
教授の職務に従事 
 

・任期については、法科大
学院の定めによる 
 
 
 

専門職大学院
特別教授  
専門職大学院
特別准教授  

専門職大学院（法科大
学院を除く。）におい
て実務基礎教育を実施
するため特に必要とな
る高度専門職業人 

専門職大学院（法科
大学院を除く。）に
おける教授又は准教
授の職務に従事 

満６３歳 
 (ただし、大
学が特に認め
た場合は、こ
の限りでない
。) 
 
 
 
 

・任期については、当該専
門職大学院の定めによる 
 
 

 

  （後略） 


